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5 閉会

令和5年第１回市議会定例会提出予定議案について

令和４年度「第３回小山市民フォーラム」の開催について
～小さな自慢をOnly Oneな名物にしませんか？～

令和４年 火災・救急・救助・その他の出動件数等について
～お出かけは　マスク戸締り　火の用心～

田園環境都市ビジョン策定に向けた３地区合同ワークショップについ
て
～共有、学び合い、意見交換から未来につなぐ～

「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の開催結果概要について
～大会参加人数は２万人、経済波及効果は４１億円～

部長発表内容

小山市長　令和5年1月　定例記者会見
　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時 : 令和5年1月26日（木）14時～　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　会　場 :　市役所　6階　大会議室6a6b　　　　　 

令和５年４月１日付けで実施する行政組織機構の改編について
～組織の役割の明確化・活性化による着実な政策推進を目指して～



記者会見資料 

総務部 職員課 

（担当 田中 ２２－９３６１） 

１．件 名 

令和５年４月１日付けで実施する行政組織機構の改編について 

～組織の役割の明確化・活性化による着実な政策推進を目指して～ 

 

２. 趣 旨 

   都市環境と田園環境の調和のとれた「田園環境都市小山」の環境を将来世代に

確実につなぎ、市民が住み続けたいと思える持続可能なまちづくりを目指し、複

雑化・多様化する行政課題や市民ニーズに的確かつ柔軟に対応できる市組織を整

備することにより、本市政策・施策の着実な推進を図るものです。 

 

３．組織改編の内容 

  別紙「令和５年４月１日における組織改編対比表」参照 

 

【主な組織改編のポイント】 

（１）理財部の新設 

   市の財政・税に係る部署と公共施設をはじめとする市資産に係る部署を統合し

て所管することにより資産経営の取組を強化するため、以下の課を置くものです。 

 ①資産経営課（新設）：公共施設等の市有財産の管理運用の統括及び長寿命化や利

活用を一体的かつ計画的に推進します。 

 ②公共施設整備課（新設）：全庁的な検討・調整を要する公共施設整備を統括し、中

長期・総合的観点から効率的かつ計画的に施設整備を推進します。 

 ③契約検査課（新設）：管財課所管の契約及び工事検査業務を分割し、課の役割を明

確にして効果的な業務遂行を図ります。 

 ④財政課 ⑤納税課 ⑥市民税課 ⑦資産税課：総合政策部より移管。 

 

（２）総合政策部の機能強化 

   総合政策部から財政・税に係る４課を理財部に移管することにより、政策立案

及び全庁的な総合調整機能を強化するものです。 

①総合政策課：全庁的な連携調整及び関係機関・団体等との連携協働施策を統括す

る体制を強化するとともに、シティプロモーション課を課内室として移管し、

市政策・施策と情報発信業務を一体的に推進します。 

 ②田園環境都市推進課（新設）：田園環境都市ビジョンに基づく市域全体のまちづ

くり施策を統括し、持続可能なまちづくりとともに移住定住施策を推進します。 

 ③ゼロカーボン推進課（新設）：庁内外の広範な分野にわたるゼロカーボン関連施

策を統括し、カーボンニュートラルを包括的に推進します。 
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（３）災害対応及び消防・救急業務体制の強化 

① 総務部内に危機管理監の配置及び危機管理課を移管し、災害発生時に市が主導

的かつ迅速に対応するために庁内組織及び職員間の連携体制を強化します。 

② 消防本部通信指令課を警防課に改め、通報受付から対策までの指揮命令・決定

を効率的かつ能率的に実施します。 

③ 消防署に指揮調査を所管する係を新設し、災害現場の活動隊員の安全を管理し、

現場調査の充実を図ります。 

 

（４）デジタル技術を活用した市民サービス向上 

  総務部情報政策課内にＤＸ推進室を移管し、デジタル施策を統括して庁内外の

広範な分野にわたるデジタルトランスフォーメーションを包括的に推進します。 

 

（５）ごみ減量化等廃棄物対策の推進 

  市民生活部環境課内に指定袋導入推進室を新設し、指定袋導入に向けて体制を

強化するとともに廃棄物対策を含めて包括的な対応を行います。 

 

（６）市民協働による生涯学習の推進 

  小山市立生涯学習センターを指定管理方式から直営に変更し、市民活動や相談

支援体制を強化します。 

 

４．組織数の状況 

   部 課 課内室等   係 計 

令和４年４月１日 １２ ７５ １４ ２１０ ３１１ 

令和５年４月１日 １３ ７６ １５ ２１０ ３１４ 

   課内室等とは、課内室(７)、文書館、職員研修所、消防各分署等(６)です。 

2



○ 秘書課 ○ 秘書課
□ 秘書係 □ 秘書係

政策調整担当 政策調整担当
● DX推進室

※

◎ 総合政策部 ◎ 総合政策部
○ 総合政策課 ○ 総合政策課

□ 企画政策(地方創生推進)係 □ 企画調整係
計画・企画調整担当　
連携・協働調整担当　

□
● シティプロモーション室

□ シティプロモーション係

※

○ 田園環境都市推進課
□ 政策推進係
□ 移住定住推進係

※

○ ゼロカーボン推進課
□ ゼロカーボン推進係

※

○ シティプロモーション課
□ シティプロモーション係
□ 移住定住推進係

※

○ 財政課
□ 財政管理係

○ 納税課
□ 納税管理係
□ 徴収支援係
□ 徴収対策班

別紙
令和５年４月１日における組織改編対比表

（凡例　◎：部、○：課、●：課内室等、□：係（保育所含））

令和4年度 令和5年度

DX推進室に係る業務を総務部情報政策課へ移管する。

政策調整係

庁内外の広範な分野にわたるカーボンニュートラルを包括的に推進するため、市民生活部環
境課から業務を移管し、ゼロカーボン関連施策の統括的な推進を図る。

所管業務を総合政策部総合政策課及び田園環境都市推進課へそれぞれ移管する。

都市環境と田園環境の調和のとれた「田園環境都市小山」を目指し、田園環境都市ビジョン
に基づく市域全体のまちづくり施策を統括して推進することにより、持続可能なまちづくりとと
もに移住定住の推進を図る。

本市政策・施策の推進に係る企画立案及び各計画・取組等に係る全庁的な連携調整並びに
関係機関・団体等との連携協働施策を統括して推進する体制を強化するとともに、シティプロ
モーション及び広報公聴施策に係る業務を移管し、市政策・施策と情報発信業務を一体的に
推進する。
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令和4年度 令和5年度

○ 市民税課
□ 市税管理係
□ 市民税第一係
□ 市民税第二係

○ 資産税課
□ 土地係
□ 家屋係

※

◎ 総務部 ◎ 総務部
危機管理監

※

○ 行政総務課 ○ 行政総務課
□ 行政総務係 □ 行政総務係

□ 行政改革係
□ 法務係 □ 法務係
□ 統計係 □ 統計係

● 文書館 ● 文書館

※

○ 行政改革課
□ 行政経営係
□ 公共施設マネジメント係

※

○ 管財課
□ 工事契約係
□ 物品契約係
□ 工事検査担当

● 財産整備管理室
□ 本庁舎整備係
□ 管理運用係

※

○ 情報政策課 ○ 情報政策課
□ ＩCＴ推進係 □ ＩCＴ推進係
□ 情報システム係 □ 情報システム係

● DX推進室
□ DX推進係

※

危機管理課の市長部局移管に伴い、危機管理監を総務部直下に配置する。

財政課、納税課、市民税課、資産税課の4課を、新設の理財部へ移管する。

行政改革課から行政改革に係る業務を移管し、事務管理やBPRによる業務改革に一体的に
取り組むことにより、行政改革の効果的な推進を図る。

所管業務を行政総務課及び理財部資産経営課へそれぞれ移管する。

所管業務を理財部に移管する。

秘書課からDX推進室を移管し、デジタル施策を統括して所管することにより、庁内外の広範
な分野にわたるデジタルトランスフォーメーションを包括的に推進する。
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令和4年度 令和5年度

○ 危機管理課
□ 防災企画係
□ 危機管理係

※

◎ 理財部

※

○ 資産経営課
□ 管理運用係
□ 公共施設マネジメント係

※

○ 公共施設整備課
□ 施設整備係

● 本庁舎整備室
□ 本庁舎整備係

※

○ 契約検査課
□ 工事契約係
□ 物品契約係
□ 工事検査担当

※

○ 財政課
□ 財政管理係

○ 納税課
□ 納税管理係
□ 徴収支援係
□ 徴収対策班

○ 市民税課
□ 市税管理係
□ 市民税係

○ 資産税課
□ 土地係
□ 家屋係

※

危機管理課を消防本部から市長部局へ移管し、災害発生時の庁内組織・職員間の連携体制
を強化する。

市の財政・税に係る部署と公共施設をはじめとする市資産に係る部署を統合して所管するこ
とにより、資産経営の取組を強化し、効果的・効率的な行財政運営を図る。

公共施設等市有財産について管理運用を統括して所管することにより、長寿命化や利活用を
一体的かつ計画的に推進し、公共施設等によるサービスを持続発展可能なものとする。

管財課所管の施設整備・管理・運用と契約及び工事検査業務を分割し、課の役割を明確にし
て効果的な業務遂行を図る。

財政課、納税課、市民税課、資産税課の4課を、総合政策部から移管する。また、市民税課市
民税第一係及び第二係を統合し、スケールメリットによる効率的な業務遂行を推進する。

全庁的な検討・調整を要する公共施設整備について統括して所管する体制を構築することに
より、中長期・総合的観点から効率的かつ計画的に施設整備を推進するとともに、本庁舎整
備事業の着実な進捗を図る。
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令和4年度 令和5年度

◎ 市民生活部 ◎ 市民生活部
○ 市民生活安心課 ○ 市民生活安心課

□ 市民協働係 □ 市民協働係
□ 施設整備係 □ 大谷地区中心施設整備係
□ 市民安全相談係 □ 市民安全相談係
□ 交通対策係 □ 交通対策係

■ 消費生活センター ■ 消費生活センター

※

○ 環境課 ○ 環境課
□ 環境保全係 □ 環境保全係
□ 環境政策係

● 指定袋導入推進室
□ ごみ減量対策係 □ 資源循環推進係

□ 廃棄物対策係

※

◎ 保健福祉部 ◎ 保健福祉部
■ やはた保育所 ■ やはた保育所
■ 桑保育所
■ 絹保育所 ■ 絹保育所
■ もみじ保育所 ■ もみじ保育所
■ 中久喜保育所 ■ 中久喜保育所
■ 網戸保育所 ■ 網戸保育所
■ 出井保育所 ■ 出井保育所
■ 間々田北保育所 ■ 間々田北保育所
■ 城北保育所 ■ 城北保育所

※

◎ 産業観光部 ◎ 産業観光部
○ 商業観光課 ○ 商業観光課

□ 観光まちづくり係 □ 観光まちづくり係
□ 商業振興係 □ 商業振興係
□ まちなか商業推進係 □ まちなか商業推進係

● ブランド創生推進室
□ ブランド創生推進係 □ ブランド創生推進係

※

◎ 教育委員会 ◎ 教育委員会
○ 生涯学習課 ○ 生涯学習課

□ 生涯学習係 □ 生涯学習係
□ 人権教育係 □ 人権教育係
□ 青少年係 □ 青少年係

■ 生涯学習センター
■ 青少年育成指導センター ■ 青少年育成指導センター

※

公立保育所整備実施計画に基づき、桑保育所を出井保育所へ統合する。

指定袋導入に向けて体制を強化するため室を新設し、廃棄物対策を含めて包括的な対応を
行う。また、環境政策係の業務をゼロカーボン推進課へ移管する。

令和６年度の開館に向けて、令和４年度より工事に着手している大谷地区中心施設整備事業
の着実な進捗を図る。

課内業務の推進体制を考慮し、室を廃止して係を課内直下に配置することにより、効果的な
業務遂行を行う。

小山市立生涯学習センターを直営に変更し、市民活動や相談支援体制を強化する。
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令和4年度 令和5年度

○ 生涯スポーツ課 ○ 生涯スポーツ課
□ スポーツ振興係 □ スポーツ振興係
□ 施設管理係 □ 施設管理係
□ 施設整備係

※

○ 国体推進課
□ 総務企画係
□ 競技式典係
□ 宿泊輸送係

※

◎ 消防本部　（消防長,危機管理監） ◎ 消防本部　（消防長,　　　　　　　）
○ 消防総務課 ○ 消防総務課

□ 庶務係 □ 庶務係
□ 経理係 □ 経理係
□ 消防団係 □ 消防団係

※

○ 予防課 ○ 予防課
□ 予防係 □ 予防係
□ 保安係 □ 保安係

○ 通信指令課 ○ 警防課
□ 通信第一係 □ 通信第一係
□ 通信第二係 □ 通信第二係

□ 警防係

※

○ 危機管理課
□ 防災企画係
□ 危機管理係

※

○ 消防署 ○ 消防署
副署長 副署長

□ 指揮調査第一係
□ 指揮調査第ニ係

□ 指導第一係 □ 指導第一係
□ 指導第二係 □ 指導第二係
□ 消防第一係 □ 消防第一係
□ 消防第二係 □ 消防第二係
□ 救急第一係 □ 救急第一係
□ 救急第二係 □ 救急第二係
□ 消防・救急業務推進係

※

危機管理課の市長部局移管に伴い、危機管理監を総務部直下に配置する。

119番通報受付から対策までの指揮命令・決定を効率的かつ能率的に実施するため、課名を
警防課に改め、消防・救急業務を所管する係を消防署から移管し警防係とする。

危機管理課を消防本部から市長部局へ移管することにより、災害時においては市として主導
的・迅速な対応を企図する。

指揮調査第一係及び第二係を新設し、災害現場の活動隊員の安全を管理し、現場調査の充
実を図る。また、消防・救急業務推進係は警防課（通信指令課から改称）に移管する。

新規施設整備に係る業務を理財部公共施設整備課へ移管する。

いちご一会とちぎ国体の事業終了により廃止する。
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記者会見資料 

 

総合政策部 総合政策課 

（担当 髙山 ２２－９３５１） 

 

１ 件 名 

  田園環境都市ビジョン策定に向けた３地区合同ワークショップについて 

  ～共有、学び合い、意見交換から未来につなぐ～ 

 

２ 要 旨 

  本市では、都市環境と田園環境の調和がとれた「田園環境都市小山」を未来につ

ないでいくために、田園環境都市ビジョンに基づくＳＤＧｓの実践と一体化した持

続可能なまちづくりに取り組もうとしています。 

  ご案内するワークショップは、市民と市職員がこれまでに実施した各地区での風

土性調査結果を共有、学び合い、意見交換する場であり、ともに「わたしたちごと」

として対話を重ね、都市部と農村部、地域と地域、世代間、各課の垣根を超えて田

園環境都市ビジョンを考えていく機会とします。 

 

３ 内 容 

（１）日 時  令和５年１月 31日（火） 午後１時から午後３時 30分 

（２）会 場  小山市役所 本庁舎６階 大会議室６abcd 

（３）内 容  ワークショップ形式による意見交換会 

参 加 者  風土性調査に参加した市民、公募による市民、市職員 

ファシリテーター  風景社：廣瀬俊介氏・蓑田理香氏 

     古河大輔氏 

当日の次第 ア 市長あいさつ 

イ 地区の風土性調査報告 

ウ ワークショップ 

・問いを立てるワークショップ 

・問いに沿って意見交換するワークショップ 

エ 発表及び意見交換 

   ・各グループからの発表 

・３地区の代表者（アドバイザー）からのコメント 

生井地区自治会連合会 秋葉忠司会長 

豊田地区自治会連絡協議会 渡辺一男会長 

小山市自治会連合会小山支部 八木利典支部長 

・市長からのコメント 
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４ 田園環境都市ビジョン策定に向けての、これまでの取組み 

（１）各地区での風土性調査 

ビジョン策定の基礎資料作成のため、市内各地区の成り立ち、風土、自然、文化、

伝統などの調査として、現地踏査・アンケート調査・聞き取り調査を行いました。 

令和３年度 生井地区 

令和４年度 ５月から７月 豊田地区 

        ８月から 10月 小山地区 

        11月から１月 大谷北部・中部地区 

（２）風土性調査報告会（各地区の住民を対象に実施） 

・生井地区 令和４年３月 22日 生井出張所 

・豊田地区 令和４年６月 22日 豊田出張所 

・小山地区 令和４年 12月 12日 小山市役所本庁舎 

（３）ウェブサイト「おやまアサッテ広場」での情報提供 

  ・各地区の風土性調査結果の概要版及び完全版を公開 

  ・市民によるコラム、白鴎大学ゼミ生による取材報告等を掲載 

 

５ これからの取組み 

（１）令和４年度風土性調査成果報告会（意見交換会） 

時期 令和５年６月頃 

対象 市民・企業・行政 

内容 各地区の風土性調査結果及び合同ワークショップでの成果を広く共有し、 

市全体での田園環境都市ビジョン策定への理解とモチベーションの醸成を 

図る。 

 

（２）「（仮）おやまアサッテ市民会議」の立ち上げと運営 

対象 「田園環境都市ビジョン」策定に興味・関心がある方 

内容 ①体制、メンバー構成、選定方法等を検討し、公募等を行って組織を立ち 

   上げます。 

②各地区の風土性調査結果及びワークショップ等での成果を共有し、都市 

部と田園部、市民の暮らしの価値観と行政の計画など、さまざまな「関係 

性」を結び直しながら、市全体で総合的な未来のビジョンとしてまとめ上 

げます。 

③そのプロセスも含めて、ビジョンとして市民、企業、行政など関係者す 

べてが共有することで、市民や地域の活動、企業の営みや市政運営、さら 

に市民の意識と行動において、これからの持続可能なまちづくりの指針と 

します。 
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  記者会見資料 

教育委員会 国体推進課 

（担当 望月 ２２－９８９２） 

１． 件 名 

「いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会」の開催結果概要について 

～大会参加人数は２万人、経済波及効果は４１億円～ 

 

２． 内 容 

４２年ぶりの本県開催となりました第７７回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」

及び初開催となりました第２２回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」

では、とちぎ国体の正式競技５競技とデモンストレーションスポーツ１競技、とちぎ

大会の団体競技１競技が小山市を会場に実施されました。 

 

３． 大会結果概要 

いちご一会とちぎ国体 本大会 会期：令和４年１０月１日（土）～１０月１１日（火） 

競技：空手道、ウエイトリフティング、軟式野球 

会期前 会期：令和４年９月１０日（土）～９月１９日（月） 

競技：水球、新体操 

デモスポ 会期：令和４年６月１２日（日） 

競技：フォークダンス 

いちご一会とちぎ大会 大会会期：令和４年１０月２９日（土）～１０月３１日（月） 

   競技：車いすバスケットボール 

大会参加人数 １９,４４４人 

市内宿泊人数 0７,８１８人 

 

４． 経済波及効果 

項 目 金 額 内 訳 

大会事業費 610,9６４千円 市実行委員会事業費（令和元年度～４年度） 

施設整備費 ３,０７４,１７９千円 市立体育館建設、小山運動公園野球場ナイター

設備整備費など 

消費支出 ４19,55５千円 ※大会参加人数を基に県試算ツールより算出 

合 計 ４,１０４,６９８千円 

 

 

 

 

 

10



５． 大会での取り組み 

  ○新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

・大会従事職員全員のＰＣＲ検査または抗原定性検査の実施 

・従事職員の感染を想定し、業務の一部民間委託を導入したリスクマネジメント 

・一般観覧者を事前申込制とする来場者管理システムの導入 

・観客席の収容人数を５０％以内に制限しての競技会開催 

 

  ○環境配慮の取り組み 

・識別用品（ジャンパー）に市内企業の技術力を生かした再生ＰＥＴ素材を使用 

・大会関係者の配布弁当に紙製容器・掛け紙を使用 

・資料・グッズ配布用の資料袋にバイオマス素材を使用 

・広報・ＰＲ用クリアファイルに廃プラスチック再生率１００％素材を使用 

 

  ○おもてなし 

・小山市競技紹介、アクセス情報、観光案内を掲載した「観戦ガイドブック」の発行 

・市内小・中学校・義務教育学校が育てた花プランターでの競技会場装飾 

・市内学童保育クラブ、中学校美術部、大学美術サークルが制作した都道府県応援 

 のぼり旗での競技会場装飾 

・競技会場で大会関係者・一般観覧者への市内銘菓の配付 

 （ウエイトリフティングの競技日内には、小山北桜高等学校が開発に携わった 

  かんぴょうアイスを生徒の協力により配付し、参加者から好評でした） 
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令和５年第１回市議会定例会提出予定議案総括表 

 

○議 案   ３４件（議案第１号～３４号） 

 ・当初予算に関するもの             １２件（ １号～１２号） 

・補正予算に関するもの              ５件（１３号～１７号） 

 ・条例に関するもの               １４件（１８号～３１号） 

 ・財産の処分に関するもの             １件（３２号） 

 ・財産の取得の契約内容一部変更に関するもの    １件（３３号） 

・専決予算の承認に関するもの           １件（３４号） 

 

 

 

 

○報 告    ２件（報告第１号～２号） 

 ・専決処分の報告に関するもの           ２件（ １号～ ２号） 
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  記者会見資料 
 

総合政策部 シティプロモーション課 
（担当 篠原 22－93７2） 

 

１．件 名 

令和４年度「第３回小山市民フォーラム」の開催について 

～小さな自慢をOnly Oneな名物にしませんか？～ 

 

２. 要 旨 

 「小山市民フォーラム」は、市民参加型まちづくりを進めるため、市民の皆さんと市長

が意見交換を行い、市民の皆さんのご意見を市政に反映させるものです。 

  今回の討論テーマは「掘り起こそう！地域の自慢と不満～小さな自慢を Only One

な名物に～」とし、小山に誰もが知る名物が欲しい・創りたい方に参加を呼びかけ、意

見交換を行います。 

事前に様々な方が目にする広報により、市民フォーラムへの参加を呼びかけ、参加

者の小山に対する自慢や不満などについて伺い、当日に意見交換に活用することで、

小山に Only One な名物を創るきっかけやまちが発展するヒントをとなるご意見を

いただきます。 

 

３．内 容 

(1) テーマ 「掘り起こそう！地域の自慢と不満～小さな自慢をOnly Oneな名物に～」 

(2) 日 時 令和５(202３)年３月１８日(土)午後 2時～（5時頃終了予定） 

(3) 会 場 小山市役所 小山市中央町 1-1-1 

(4) 対 象 市内に在住・通勤・通学または小山市に関わりのある方 

(5) 定 員 ４０人程度 ※応募者多数の場合は抽選により決定 

(6) 申込み方法 

令和５(202３)年２月２４日(金)までに、以下の【記載事項】を明記し、いずれか

の方法で申し込みください。 

【記載事項】 ①「氏名」 ②「住所」 ③「電話番号」 ④「年齢」 

⑤「(お持ちの方は)メールアドレス」 ⑥「通訳・手話通訳・託児利用」の希望の有無 

⑦「アンケート」※アンケート結果はホームページに公表します 

 ■市 ＨＰ 検索サイトで「小山市 市民フォーラム」と検索 

■メール d-promotion@city.oyama.tochigi.jp 

■郵 送 〒323-8686 住所不要 小山市役所 市民フォーラム担当 宛て 

■Ｆ Ａ Ｘ (0285)22-9546 小山市役所 市民フォーラム担当 宛て 

■窓 口 シティプロモーション課 

 

４．その他 

 ・テレビ小山で録画放送するため、発言時等に映る可能性があります 
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記者会見資料 

消防本部 消防署 

（担当 野本 39-6662） 

 

１．件 名  

令和４年 火災・救急・救助・その他の出動件数等について 

  ～お出かけは マスク戸締り 火の用心～ 

２．要 旨 

小山市消防本部管内（小山市・野木町）における令和４年１月１日～１２月

３１日までの火災・救急・救助・その他の出動件数等の概要です。 

 

３．内 容  

⑴ 火災状況 

火災件数は、４２件（前年比３件増）で、建物火災が２３件と最も多く、

他に車両火災が９件、その他の火災が８件となっております。 

主な出火原因は、放火・放火の疑いが７件、こんろ、火入れがそれぞれ４

件、たき火が３件、ストーブ、電気装置、取灰がそれぞれ２件となっており

ます。 

火災による死者は１人（前年比２人減）、負傷者は７人（前年比２人増）

で 、火災による損害額は、７，４８９万円（前年比１，１１１万５千円減）

となっております。  

⑵ 救急出動状況 

救急出動件数は、９，５２１件（前年比１，６３６件増）で過去最多とな

り、搬送人員は８，４１４人 （前年比１，１１１人増）となっております。 

事故種別は、急病が６，５６３件と最も多く、全体の６８．９％を占めて

おり、傷病程度の内訳は、死亡１２９人、重症７５９人、中等症３，５１５

人、軽症４，０１１人となっております。  

⑶ 救助出動状況 

救助出動件数は、１９４件（前年比６７件増）となっております。事故種

別は、建物等による事故が６１件と最も多く、全体の３１．４％を占めてお

ります。 

⑷ その他の出動状況 

その他の出動件数は、１９４件（前年比１９件増）となり、緊急確認が６

４件と最も多く、全体の３３．０％を占めております。 
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令和４年火災・救急・救助・その他の件数資料 

１．火災状況（件数） 

月別 

 

種別 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 

令和

４年 

件数 

前 

年 
比 

令和

３年 

件数 

令和

２年 

件数 

建 物 3  5  1 2  1 2 3 1 5 23 0 23 24 

林 野    1         1 ＋1 0 0 

車 両 1 1 2  1  2 1  1   9 －3 12 5 

船 舶       1      1 ＋1 0 0 

その他      1 3 1  2  1 8 ＋４ 4 6 

計 4 1 7 1 2 3 6 3 2 6 1 6 42 ＋3 39 35 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２．救急出動状況（件数） 

種別 

 

 

 

 

年別 

事  故  種  別 出 

動 

件 

数 

搬 

送 

人 

員 

Ｐ 

Ａ 

連 

携 

出 

動 

火 

 

 

災 

自

然

災

害 

水   

 

 

難 

交 

 

 

通 

労

働

災

害 

運

動

競

技 

一 

般 

負 

傷 

加 

 

 

害 

自

損

行

為 

急 

 

 

病 

そ 

の 

他 

令和４年 ２７   ６８１ ９６ ４４ 1,064 ５２ １１９ 6,563 ８７５ ９，５２１ ８，４１４ １，２６０ 

令和３年 33  5 677 81 39 1,024 47 101 5,053 825 7,885 7,303 689 

令和２年 31  4 611 91 26 962 49 87 4,988 718 7,567 6,882 762 

火災件数 

建物 

車両

物 

その他 

林野・船舶 
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7,567

7,885

9,521

6,882

7,303

8,414

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

令和2年 令和３年 令和4年

救急出動件数・搬送人員

出動件数

搬送人員

※PA連携出動は、直近の救急車が出動している場合や救急隊だけでは搬送が困難な場

合などに消防隊が救急現場に出動し、救命率の向上等を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．救助出動状況（件数） 

種別 

 

 

 

 

 

年別 

事 故 種 別 

合
計
件
数 

火災 

交
通
事
故 

水
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事
故 

風
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等
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事
故 
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ガ
ス
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び
酸
欠
事
故 

破
裂
事
故 

 

そ
の
他
の
事
故 

建 
 

物 

建
物
以
外 

令和４年 １５ １０ ５０   １ ６１   ５７ １９４ 

令和３年 16 13 35 3  2 22   36 127 

令和２年 22 6 27 4  4 23   18 104 
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４．その他の出動状況（件数） 

 種別 

 

 

 

 

 

年別 

事 故 種 別 

合
計
件
数 

自
然
災
害 

危
険
排
除 

警 
 

戒 

緊
急
確
認 

その他 

火
災
非
該
当 

ヘ
リ
警
戒 

誤
報
・い
た
ず
ら 

そ
の
他 

令和４年 ３ ３５ ３ ６４ ３２ １２ ２８ １７ １９４ 

令和３年 2 47 5 47 32  4 17 21 175 

 ※令和３年から事故種別が変更となっています。 

※１ 令和３年は緊急確認とその他（その他）に分かれています。 
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令和２年  1 17 28 54 51 75 226 
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